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          ＊                  ＊ 

          ＊                  ＊ 

          ＊                  ＊ 

          ＊                  ＊ 

          ＊                  ＊ 

          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

（平成３０年９月３日） 
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平成２９年度決算に基づく柏原市資金不足比率の報告につい

て 
２０ 
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６２ 
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上診療所）歳入歳出決算の認定について 
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認 定 第 ４ 号 
平成２９年度柏原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認
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報告第１０号 

 

専決処分報告について 

 

次の事件は、地方自治法第１８０条第１項の規定及び市長の専決事項の指定

についてにより別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により、議

会に報告する。 

 

平成３０年９月３日提出 

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

専決第７号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



専決第７号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

次のとおり損害賠償の額を定め、和解する。 

 

平成３０年６月２９日専決 

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

 

記 

 

 

事   由 
事 由 発 生  

日 時 ・ 場 所 

損害賠償の 

相 手 方 
損害賠償の額 当事者 

 

職員の公務中

における公用

車での接触事

故 

 

平成 30年 2月 28日 

午後 5時 15分頃 

大阪府柏原市大字高井

田６８７番１ 

 

柏原市内在

住 

 

女性 

 

115,500円 

 

柏原市 
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報告第１１号 

 

専決処分報告について 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処

分したから、同条第３項の規定により、議会に報告し、その承認を求める。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 専決第８号  平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第２号） 
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平成３０年７月９日専決

　２５，３１２，２４２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

専決第８号

平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第２号）

　平成３０年度柏原市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，２２２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

4



第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　　入

18 諸 収 入 1,966,964 10,222 1,977,186

5 雑 入 926,825 10,222 937,047

25,302,020 10,222 25,312,242

歳　　出

3 民 生 費 11,003,797 1,211 11,005,008

2 児 童 福 祉 費 3,962,842 1,211 3,964,053

7 土 木 費 2,558,039 3,100 2,561,139

3 都 市 計 画 費 328,675 3,100 331,775

9 教 育 費 2,691,236 5,911 2,697,147

3 中 学 校 費 557,333 5,911 563,244

25,302,020 10,222 25,312,242

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計

歳　　出　　合　　計

（単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5



　　

平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第２号）説明書
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歳　　入

金　額

18 諸収入 1,966,964 10,222 1,977,186

5 雑入 926,825 10,222 937,047

2 雑入 926,275 10,222 936,497

1 雑入 10,222 その他雑入

区　　分

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）１８　諸収入

　　（項）５　雑入 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明

7



歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

3 民生費 11,003,797 1,211 11,005,008 1,211

2 児童福祉費 3,962,842 1,211 3,964,053 1,211

3 児童福祉施 532,593 1,211 533,804 1,211

設費 15 工事請負費 1,211 6 公立保育所施設整備事業

　　保育所ブロック塀安全対策工

    事（図面番号　１）

（款）３　民生費

　　（項）２　児童福祉費

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額
節

計
補正額の財源内訳

（単位　千円）

8



特定財源 一般財源 金　額

7 土木費 2,558,039 3,100 2,561,139 3,100

3 都市計画費 328,675 3,100 331,775 3,100

3 公園緑化費 122,483 3,100 125,583 3,100

15 工事請負費 3,100 2 公園維持管理費

　　公園ブロック塀安全対策工事

　　（図面番号　２）

区　　分

（款）７　土木費

　　（項）３　都市計画費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明

9



特定財源 一般財源 金　額

9 教育費 2,691,236 5,911 2,697,147 5,911

3 中学校費 557,333 5,911 563,244 5,911

1 学校管理費 167,679 5,911 173,590 5,911

15 工事請負費 5,911 4 中学校施設整備事業

　　中学校ブロック塀安全対策工

　　事（図面番号　３）

説　　　　　明
区　　分

（款）９　教育費

　　（項）３　中学校費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

10



報告第１２号 

 

専決処分報告について 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処

分したから、同条第３項の規定により、議会に報告し、その承認を求める。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 専決第９号  平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第３号） 
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平成３０年７月３０日専決

　２５，３１５，２４２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

専決第９号

平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第３号）

　平成３０年度柏原市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

12



第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　　入

18 諸 収 入 1,977,186 3,000 1,980,186

5 雑 入 937,047 3,000 940,047

25,312,242 3,000 25,315,242

歳　　出

13 災 害 復 旧 費 0 3,000 3,000

2 公 共 土 木 施 設 0 3,000 3,000

災 害 復 旧 費

25,312,242 3,000 25,315,242

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計

歳　　出　　合　　計

（単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13



　　

平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第３号）説明書
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歳　　入

金　額

18 諸収入 1,977,186 3,000 1,980,186

5 雑入 937,047 3,000 940,047

2 雑入 936,497 3,000 939,497

1 雑入 3,000 その他雑入

区　　分

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）１８　諸収入

　　（項）５　雑入 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明

15



歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

13 災害復旧費 0 3,000 3,000 3,000

2 公共土木施 0 3,000 3,000 3,000

設災害復旧

費

1 道路橋りょ 0 3,000 3,000 3,000

う災害復旧 13 委託料 3,000 1 市道災害復旧事業

費 　　市道災害復旧工事測量設計業

　　務委託料（図面番号　１）

（款）１３　災害復旧費

　　（項）２　公共土木施設災害復旧費

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額
節

計
補正額の財源内訳

（単位　千円）
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報告第１３号 

 

専決処分報告について 

 

次の事件は、地方自治法第１８０条第１項の規定及び市長の専決事項の指定

についてにより別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により、議

会に報告する。 

 

平成３０年９月３日提出 

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

専決第１０号  損害賠償の額の決定及び和解について 
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専決第１０号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

次のとおり損害賠償の額を定め、和解する。 

 

平成３０年８月９日専決 

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

 

記 

 

 

事   由 
事 由 発 生  

日 時 ・ 場 所 

損害賠償の 

相 手 方 
損害賠償の額 当事者 

 

市道上におけ

る車両破損事

故 

 

平成 30年 5月 15日 

午後 9時 30分頃 

大阪府柏原市大字高井

田９８５番４地内 

 

柏原市外在

住 

 

男性 

 

487,620円 

 

柏原市 
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報告第１４号 

 

   平成２９年度決算に基づく柏原市健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成

２９年度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

                              （単位 ％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．７９） 

― 

（１７．７９） 

６．７ 

（２５．０） 

― 

（３５０．０） 
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報告第１５号 

 

   平成２９年度決算に基づく柏原市資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平

成２９年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

特別会計の名称 資金不足比率（％） 備  考 

柏原市水道事業会計 

 

― 

 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令第１７条第１号の

規定により事業の規模を算定 

 

 

 

 

 

 

柏原市市立柏原病院事

業会計 

 

１７．３ 

 

柏原市下水道事業会計 

 

― 
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議案第４６号 

 

   柏原市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取消しについて 

 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第３条第５

項において準用する同条第３項の規定に基づき、柏原市の特定の事務を取り扱

わせる郵便局の指定の取消しについて、議会の議決を求める。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

柏原市長 冨 宅 正 浩 

 

 

１ 指定を取り消す郵便局の名称 

  柏原国分東条郵便局 

 

２ 指定の取消日 

  平成３１年４月１日 

22



議案第４７号 

 

平成２９年度柏原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

平成２９年度柏原市水道事業会計未処分利益剰余金３，０５１，３９６，０４２円 

のうち、１００，０００，０００円を建設改良積立金に積み立て、残余を繰り

越すことについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決

を求める。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

23



議案第４８号 

 

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 住  所 

 

 氏  名 

 

 生年月日 

 

 職  業 

 

 所属政党 
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議案第４９号 

 

   地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める

条例の制定について 

 

 地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

を次のように制定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める

条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第２項

の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。 

 （議決事件の指定） 

第２条 議会の議決すべき事件は、本市が総合的かつ計画的な市行政の運営を

図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５０号 

 

   柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

について 

 

 柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年柏

原市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の１の項中「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）によ

る身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７号）にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関係情

報」という。）、」を削り、同表の２の項中「就労自立給付金」の次に「若し

くは進学準備給付金」を加え、同表の３の項中「身体障害者福祉法」の次に「（昭

和２４年法律第２８３号）」を加え、同表の４の項中「就労自立給付金」の次に

「若しくは進学準備給付金」を加え、「障害者関係情報」を「身体障害者福祉法

による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関

係情報」という。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

28



議案第５１号 

 

   柏原市手数料条例及び柏原市印鑑条例の一部改正について 

 

 柏原市手数料条例及び柏原市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市手数料条例及び柏原市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 （柏原市手数料条例の一部改正） 

第１条 柏原市手数料条例（昭和３２年柏原市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第１号中「４５０円」の次に「（地方公共団体情報システム機構の使

用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線

で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書を交付す

る機能を有するもの（以下「キオスク端末」という。）により交付する場合に

あっては、１通につき３５０円）」を加える。 

  第８条第２号及び第４号中「３００円」の次に「（キオスク端末により交付

する場合にあっては、１通につき２００円）」を加える。 

  第１２条を次のように改める。 

 第１２条 柏原市印鑑条例（昭和５０年柏原市条例第２号。以下この条にお

いて「条例」という。）の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

  (1) 条例第９条第１項及び第２項の規定による印鑑登録証明書の交    

付 １通につき３００円 

  (2) 条例第９条第３項の規定による印鑑登録証明書の交付 １通につき

２００円 

  第２０条に次のただし書を加える。 

   ただし、キオスク端末による請求のときは、この限りでない。 

 （柏原市印鑑条例の一部改正） 

第２条 柏原市印鑑条例（昭和５０年柏原市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条第２項中「き損」を「毀損」に改める。 

  第８条本文中「者」の次に「（以下「登録者」という。）」を加え、同条ただ

し書中「登録を受けている者」を「登録者」に改める。 
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  第９条中「登録を受けている者」を「登録者」に改め、同条に次の２項を

加える。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）

を提示して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、登録者であって個人番号カードの交付を受

けているものは、キオスク端末（地方公共団体情報システム機構の使用に

係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で

接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書を交付す

る機能を有するものをいう。）を操作することにより、印鑑登録証明書の交

付を申請することができる。 

  第１０条（見出しを含む。）中「印鑑登録の」を「登録の」に改める。 

  第１１条各号列記以外の部分中「印鑑登録」を「登録」に改め、同条第１

号中「登録証」の次に「又は個人番号カード」を加える。 

  第１２条第１項各号列記以外の部分中「登録を受けている者」を「登録者」

に改め、同項第１号中「印鑑登録」を「登録」に改める。 

  第１３条第１項中「登録を受けている者」を「登録者」に改め、同条第２

項中「印鑑の」を削る。 

  第１４条第４号中「第５条第１号」を「第６条第１号」に改め、同条第６

号中「消除」を「削除」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第５２号 

 

   柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例及び柏原市ひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 

 柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例及び柏原市ひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例及び柏原市ひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年柏原市条

例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の２第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

 （柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５５年柏原

市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の２第１項第１号及び第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配

偶者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条

例第２条の２第２項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成

３１年６月３０日までの間は、同項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）

に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成２９年法律第４号）第１条の規定による改正前の所得税法（昭和

４０年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者」とする。 

 （柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

３ 第２条の規定による改正後の柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例第２条の２の規定の適用については、この条例の施行の日から平成 

３１年６月３０日までの間は、同条第１項第１号中「所得税法（昭和４０年

法律第３３号）に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部
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を改正する等の法律（平成２９年法律第４号）第１条の規定による改正前の

所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下「旧所得税法」という。）に規定す

る控除対象配偶者」とし、同条第２項中「所得税法に規定する同一生計配偶

者」とあるのは「旧所得税法に規定する控除対象配偶者」とする。 
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議案第５３号 

 

   柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 

 柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年柏原市条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

 第６条第３項中「さく」を「柵」に改める。 

 別表ごみの項中 

「 

 ２ 臨時手数料 

     １立方メートルにつき ２，０００円 

                                  」 

を 

「 

 ２ 臨時手数料 

  (1) スプリングマットレス 

     幅１，４００ミリメートル未満のもの１枚につき ５，６００円 

     幅１，４００ミリメートル以上のもの１枚につき ９，３００円 

  (2) スプリングマットレス以外のもの 

     １立方メートルにつき ２，０００円 

                                  」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第５４号 

 

   柏原市立幼稚園条例の一部改正について 

 

 柏原市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市立幼稚園条例（昭和３８年柏原市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中柏原市立堅下北幼稚園の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条

例の一部改正） 

２ 柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条

例（平成２７年柏原市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  別表第４中 

 「 

堅下北幼稚園  長期休業中以外 １回につき 500円 

長期休業中 １回につき 900 円（半日利用の

場合は、500 円） 

上記以外の幼

稚園 

１回につき 400 円 

                                 」 

 を 

 「 

堅上幼稚園以

外の幼稚園 

 １回につき 400 円 

                                 」 

 に改める。 
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議案第５５号 

 

   柏原市立堅下北スポーツ広場条例の制定について 

 

 柏原市立堅下北スポーツ広場条例を次のように制定する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市立堅下北スポーツ広場条例 

 

 （設置） 

第１条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の心身の健全な発

展に寄与するため、柏原市立堅下北スポーツ広場（以下「スポーツ広場」と

いう。）を設置する。 

 （位置） 

第２条 スポーツ広場の位置は、次のとおりとする。 

柏原市法善寺４丁目３０６番地 

 （施設） 

第３条 スポーツ広場は、次の施設で構成する。 

 (1) グラウンド 

 (2) 多目的広場 

 （開場日等） 

第４条 スポーツ広場の開場日は１月４日から１２月２８日までとし、開場時

間は午前９時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、柏原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が必要と認めるときは、開場日若しくは開場時間を変更し、又は臨時に休場

することができる。 

 （使用の許可等） 

第５条 グラウンドを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教

育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも

同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を

付することができる。 

 （許可の制限） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの

使用を許可しない。 
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 (1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

 (2) 施設又は附属器具を汚損し、又は破損するおそれがあると認められると

き。 

 (3) 興行又は営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号)第２条第２号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められ

るとき。 

 (5) 教育委員会が管理及び運営上不適当と認めるとき。 

 （許可の取消し等） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場

の使用を制限し、若しくはその使用の停止を命じ、又はグラウンドの使用の

許可を取り消すことができる。 

 (1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。 

 (2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

 (3) 災害その他やむを得ない理由により、教育委員会が特に必要と認めたと

き。 

２ 前項の規定による使用の許可の取消し等によってグラウンドの使用の許可

を受けた者又は多目的広場を使用する者（以下「使用者」という。）に損害が

生じても、教育委員会は、その責めを負わない。 

 （使用料） 

第８条 グラウンドの使用の許可を受けた者は、当該許可を受けたときに、別

表に定める額の使用料を納めなければならない。 

 （使用料の減免） 

第９条 市長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減

額し、又は免除するものとする。 

 (1) 本市が主催若しくは共催する行事又は本市の要請に基づく行事に使用

する場合 全額 

 (2) 本市のスポーツの発展に寄与することを目的として設立された団体が、

その目的を達成するための行事に使用する場合であって、教育委員会が認

めた場合 半額 
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 （使用料の還付） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料

を還付しないものとする。 

 (1) グラウンドの管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場

合 

 (2) 災害その他やむを得ない理由によりグラウンドの使用ができなかった

場合 

 (3) 使用予定日の５日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受

理した場合 

２ 前項の規定による使用料の還付は、同項第１号及び第２号に該当する場合

は既納の使用料の全額、同項第３号に該当する場合は既納の使用料の半額を

還付するものとする。 

 （目的外使用等の禁止） 

第１１条 グラウンドの使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にグ

ラウンドを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

 （特別設備の承認） 

第１２条 使用者は、スポーツ広場の施設又は附属器具に変更を加え、又は特

別の設備を設けてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、

この限りでない。 

 （原状回復義務等） 

第１３条 使用者は、スポーツ広場の施設又は附属器具を損傷し、又は滅失し

たときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項

は、教育委員会が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別表（第８条関係） 

単  位 使  用  料 

１時間 

 

市内料金 ５５０円 

市外料金 ８３０円 

 備考  

１ この表において「市内料金」とは、本市に在住、在勤又は在学する者

に適用する。 

２ この表において「市外料金」とは、市内料金の適用を受ける者以外の

者に適用する。 
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第２条

平成３０年９月３日提出

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

議案第５６号

　（歳入歳出予算の補正）

　２５，４５７，０４４千円とする。

平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第４号）

　平成３０年度柏原市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４１，８０２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ第１条　　

　（地方債の補正）

地方債の補正は、「第２表地方債補正」による。
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　　入

13 国 庫 支 出 金 3,982,737 7,058 3,989,795

2 国 庫 補 助 金 595,831 7,058 602,889

14 府 支 出 金 1,767,916 1,073 1,768,989

2 府 補 助 金 390,065 1,073 391,138

18 諸 収 入 1,980,186 89,320 2,069,506

5 雑 入 940,047 89,320 1,029,367

19 市 債 2,155,700 44,351 2,200,051

1 市 債 2,155,700 44,351 2,200,051

25,315,242 141,802 25,457,044歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計
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歳　　出

2 総 務 費 2,309,227 500 2,309,727

1 総 務 管 理 費 1,645,937 500 1,646,437

3 民 生 費 11,005,008 126,726 11,131,734

1 社 会 福 祉 費 4,942,570 31,150 4,973,720

2 児 童 福 祉 費 3,964,053 10,563 3,974,616

3 生 活 保 護 費 2,097,485 85,013 2,182,498

5 農 林 水 産 業 費 117,333 300 117,633

1 農 業 費 114,504 300 114,804

6 商 工 費 120,442 5,191 125,633

1 商 工 費 120,442 5,191 125,633

7 土 木 費 2,561,139 2,000 2,563,139

3 都 市 計 画 費 331,775 2,000 333,775

9 教 育 費 2,697,147 7,085 2,704,232

2 小 学 校 費 330,890 4,000 334,890

3 中 学 校 費 563,244 3,085 566,329

25,315,242 141,802 25,457,044歳　　出　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計
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第２表　地 方 債 補 正

変　　更

臨 時 財 政 対 策 債 1,030,000 1,074,351

（単位　千円）

起　　債　　の　　目　　的
限　　　度　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後
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平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第４号）説明書
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金　額

13 国庫支出金 3,982,737 7,058 3,989,795

2 国庫補助金 595,831 7,058 602,889

1 総務費国庫 38,059 2,500 40,559

補助金 1 総務管理費補助金 2,500 地方創生推進交付金

2 民生費国庫 240,747 4,558 245,305

補助金 2 児童福祉費補助金 4,558 保育所等整備交付金

歳入歳出補正予算事項別明細書

（単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

　　（項）２　国庫補助金

（款）１３　国庫支出金

歳　　入
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金　額

14 府支出金 1,767,916 1,073 1,768,989

2 府補助金 390,065 1,073 391,138

2 民生費府補 336,985 773 337,758

助金 2 児童福祉費補助金 773 安心こども基金特別対策事業補助金

4 農林水産業 10,149 300 10,449

費府補助金 1 農業費補助金 300 大阪版認定農業者支援事業補助金

（単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

　　（項）２　府補助金

（款）１４　府支出金
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金　額

18 諸収入 1,980,186 89,320 2,069,506

5 雑入 940,047 89,320 1,029,367

2 雑入 939,497 89,320 1,028,817

1 雑入 89,320 その他雑入

金　額

19 市債 2,155,700 44,351 2,200,051

1 市債 2,155,700 44,351 2,200,051

7 臨時財政対 1,030,000 44,351 1,074,351

策債 1 臨時財政対策債 44,351 臨時財政対策債

（款）１９　市債

　　（項）１　市債　 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

（単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

　　（項）５　雑入　

（款）１８　諸収入
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特定財源 一般財源 金　額

2 総務費 2,309,227 500 2,309,727 500

1 総務管理費 1,645,937 500 1,646,437 500

4 財産管理費 283,444 500 283,944 500

13 委託料 500 3 サンヒル柏原施設管理費

　　特定建築物調査等報告業務委

　　託料

（単位　千円）

計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

歳　　出

（款）２　総務費

　　（項）１　総務管理費

款　　項　　目 補正前の額 補正額
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特定財源 一般財源 金　額

3 民生費 11,005,008 126,726 11,131,734 5,331 121,395

1 社会福祉費 4,942,570 31,150 4,973,720 31,150

1 社会福祉総 1,263,364 17,673 1,281,037 17,673

務費 23 償還金、利 17,673 2 福祉総務課事務費

子及び割引 　　平成２９年度国庫負 2,486

料 　　担金返還金

　　平成２９年度国庫補 15,187

　　助金返還金

（単位　千円）

（款）３　民生費

　　（項）１　社会福祉費

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分
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特定財源 一般財源 金　額

3 障害者自立 1,445,059 13,477 1,458,536 13,477

支援費 23 償還金、利 13,477 1 障害者自立支援給付等事業

子及び割引 　　平成２９年度国庫負 9,893

料 　　担金返還金

　　平成２８年度国庫負 2

　　担金返還金

　　平成２９年度府負担 146

　　金返還金

　　平成２８年度府負担 1

　　金返還金

2 地域生活支援事業

　　平成２９年度国庫補 1

　　助金返還金

3 障害児支援事業

　　平成２９年度国庫負 3,434

　　担金返還金

説　　　　　明
区　　分

（単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節
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特定財源 一般財源 金　額

2 児童福祉費 3,964,053 10,563 3,974,616 5,331 5,232

1 児童福祉総 311,410 3,376 314,786 3,376

務費 23 償還金、利 3,376 2 こども育成課事務費

子及び割引 　　平成２９年度国庫補 7

料 　　助金返還金

5 こども政策課事務費

　　平成２９年度国庫負 289

　　担金返還金

　　平成２９年度国庫補 3,080

　　助金返還金

2 児童保育費 2,735,181 6,287 2,741,468 国庫支出金 956

4,558 19 負担金、補 6,287 7 民間保育所等整備事業

府支出金 助及び交付 　　民間保育所等整備事業補助金

773 金

説　　　　　明
区　　分

　　（項）２　児童福祉費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節
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特定財源 一般財源 金　額

4 児童福祉施 39,284 900 40,184 900

設建設費 15 工事請負費 900 1 認定こども園施設整備事業

　　工作物等移設工事

　　（図面番号　１）

特定財源 一般財源 金　額

3 生活保護費 2,097,485 85,013 2,182,498 85,013

1 生活保護総 97,485 85,013 182,498 85,013

務費 23 償還金、利 85,013 2 福祉総務課事務費

子及び割引 　　平成２９年度国庫負 81,481

料 　　担金返還金

　　平成２９年度府負担 3,532

　　金返還金

（単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

説　　　　　明
区　　分

　　（項）３　生活保護費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節
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特定財源 一般財源 金　額

5 農林水産業 117,333 300 117,633 300

費

1 農業費 114,504 300 114,804 300

3 農業振興費 22,878 300 23,178 府支出金

300 19 負担金、補 300 2 地域農政推進対策事業

助及び交付 　　大阪版認定農業者支援事業補

金 　　助金

節
説　　　　　明

区　　分

　　（項）１　農業費

款　　項　　目

（単位　千円）

補正額の財源内訳

（款）５　農林水産業費

補正前の額 補正額 計
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特定財源 一般財源 金　額

6 商工費 120,442 5,191 125,633 2,500 2,691

1 商工費 120,442 5,191 125,633 2,500 2,691

2 商工業振興 47,085 5,191 52,276 国庫支出金 2,691

費 2,500 9 旅費 191 3 地域にぎわい創造事業

19 負担金、補 5,000 　　特別旅費 176

助及び交付 　　普通旅費 15

金 　　観光ＩＣＴ活用事業 5,000

　　負担金

説　　　　　明
区　　分

（款）６　商工費

　　（項）１　商工費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節
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特定財源 一般財源 金　額

7 土木費 2,561,139 2,000 2,563,139 2,000

3 都市計画費 331,775 2,000 333,775 2,000

3 公園緑化費 125,583 2,000 127,583 2,000

15 工事請負費 2,000 2 公園維持管理費

　　公園ブロック塀安全対策工事

　　（図面番号　２）

（単位　千円）

計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

補正額

（款）７　土木費

　　（項）３　都市計画費

款　　項　　目 補正前の額
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特定財源 一般財源 金　額

9 教育費 2,697,147 7,085 2,704,232 7,085

2 小学校費 330,890 4,000 334,890 4,000

1 学校管理費 284,546 4,000 288,546 4,000

13 委託料 2,800 4 小学校施設整備事業

15 工事請負費 1,200 　　国分小学校改修工事 1,300

　　設計業務委託料

　　小学校ブロック塀安 1,500

　　全対策工事設計業務

　　委託料

　　小学校ブロック塀安 1,200

　　全対策工事

　　（図面番号　３）

（款）９　教育費

補正額 計
補正額の財源内訳 節

（単位　千円）

説　　　　　明
区　　分

款　　項　　目 補正前の額

　　（項）２　小学校費
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特定財源 一般財源 金　額

3 中学校費 563,244 3,085 566,329 3,085

1 学校管理費 173,590 3,085 176,675 3,085

15 工事請負費 3,085 4 中学校施設整備事業

　　中学校ブロック塀安全対策工

　　事（図面番号　４）

区　　分

　　（項）３　中学校費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
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　平成３０年度柏原市の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，５０３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

平成３０年９月３日提出

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

議案第５７号

　（歳入歳出予算の補正）

　８，７９５，２６３千円とする。

平成３０年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

第１条　　
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　　入

3 府 支 出 金 6,087,911 270 6,088,181

1 府 補 助 金 6,087,911 270 6,088,181

5 諸 収 入 233,560 5,233 238,793

3 雑 入 233,555 5,233 238,788

8,789,760 5,503 8,795,263

歳　　出

1 総 務 費 183,603 270 183,873

1 総 務 管 理 費 118,068 270 118,338

6 諸 支 出 金 233,719 5,233 238,952

1 償 還 金 及 び 5,857 5,233 11,090

還 付 加 算 金

8,789,760 5,503 8,795,263

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計

歳　　出　　合　　計

（単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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平成３０年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）説明書
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歳　　入

金　額

3 府支出金 6,087,911 270 6,088,181

1 府補助金 6,087,911 270 6,088,181

1 保険給付費 6,079,515 270 6,079,785

等交付金 2 特別交付金 270 特別調整交付金

金　額

5 諸収入 233,560 5,233 238,793

3 雑入 233,555 5,233 238,788

9 雑入 227,991 5,233 233,224

1 雑入 5,233 その他雑入

計

補正前の額

区　　分
説　　　　　明

計

（款）５　諸収入

　　（項）３　雑入 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額

補正額

節

節
説　　　　　明

区　　分

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）３　府支出金

　　（項）１　府補助金 （単位　千円）

款　　項　　目
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

1 総務費 183,603 270 183,873 270

1 総務管理費 118,068 270 118,338 270

1 一般管理費 116,616 270 116,886 270

13 委託料 270 1 一般管理費

　　国保事業報告システム改修委

　　託料

（款）１　総務費

　　（項）１　総務管理費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分
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特定財源 一般財源 金　額

6 諸支出金 233,719 5,233 238,952 5,233

1 償還金及び 5,857 5,233 11,090 5,233

還付加算金

7 療養給付費 1 5,233 5,234 5,233

等交付金償 23 償還金、利 5,233 1 療養給付費等交付金償還金

還金 子及び割引 　　療養給付費等交付金償還金

料

節

（単位　千円）

（款）６　諸支出金

　　（項）１　償還金及び還付加算金

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額 計
補正額の財源内訳
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平成３０年９月３日提出

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

議案第５８号

　（歳入歳出予算の補正）

　６，５１４，９２９千円とする。

平成３０年度柏原市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

第１条　　

　平成３０年度柏原市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０４，２０２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　　入

8 繰 越 金 0 304,202 304,202

1 繰 越 金 0 304,202 304,202

6,210,727 304,202 6,514,929

歳　　出

4 基 金 積 立 金 7,606 212,735 220,341

1 基 金 積 立 金 7,606 212,735 220,341

6 諸 支 出 金 2,430 91,467 93,897

1 償 還 金 及 び 2,430 91,467 93,897

還 付 加 算 金

6,210,727 304,202 6,514,929

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計

歳　　出　　合　　計

（単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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平成３０年度柏原市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）説明書
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歳　　入

金　額

8 繰越金 0 304,202 304,202

1 繰越金 0 304,202 304,202

1 繰越金 0 304,202 304,202

1 繰越金 304,202 前年度剰余金

歳入歳出補正予算事項別明細書

区　　分

（款）８　繰越金

　　（項）１　繰越金 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

4 基金積立金 7,606 212,735 220,341 212,735 0

1 基金積立金 7,606 212,735 220,341 212,735 0

1 介護給付費 7,606 212,735 220,341 その他 0

準備基金積 212,735 25 積立金 212,735 1 介護給付費準備基金積立金

立金 　　介護給付費準備基金積立金

　 　

　　

（単位　千円）

（款）４　基金積立金

　　（項）１　基金積立金

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額 計
補正額の財源内訳 節
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特定財源 一般財源 金　額

6 諸支出金 2,430 91,467 93,897 91,467

1 償還金及び 2,430 91,467 93,897 91,467

還付加算金

3 償還金 0 91,467 91,467 その他

91,467 23 償還金、利 91,467 1 償還金

子及び割引 　　国庫支出金返還金 29,809

料 　  支払基金交付金返還 40,942

　　金

　　府支出金返還金 20,716

（款）６　諸支出金

　　（項）１　償還金及び還付加算金 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

73



認定第１号 

 

平成２９年度柏原市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市一般会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第２号 

 

平成２９年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決

算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算を、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第３号 

 

平成２９年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）

歳入歳出決算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）歳入

歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別冊のとおり議会の

認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第４号 

 

平成２９年度柏原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第 

２３３条第３項の規定により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第５号 

 

平成２９年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 

 平成２９年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第６号 

 

平成２９年度柏原市市立柏原病院事業決算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市市立柏原病院事業決算を、地方公営企業法第３０条第４

項の規定により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第７号 

 

平成２９年度柏原市水道事業決算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市水道事業決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定

により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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認定第８号 

 

平成２９年度柏原市下水道事業決算の認定について 

 

 平成２９年度柏原市下水道事業決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規

定により、別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

  平成３０年９月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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